
南禅寺山国有林林内整備作業
（一式）

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局　京
都大阪森林管理事務所長
勝占　保

京都府京都市
上京区西洞院
通り下長者町
下ル丁子風呂
町102

令和2年1月9日

酒井営林事業　有
限会社
法人番号
2130002022977

京都府京都市右
京京北区灰屋町
塩ノ谷16-1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

南禅寺山国有林の立木に傾斜が見られ、傾斜木の放
置による被害発生の恐れがあり早急な撤去が求めら
れており、緊急随意契約により実施した。

- 9,570,000 - - - - - - - -

大和三山風景林歩道整備事業
（一式）

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局　奈
良森林管理事務所長
中村　彰男

奈良県奈良市
赤膚町1143-
20

令和2年1月21日

福建工業　株式会
社
法人番号
8150001015999

奈良県吉野郡天
川村大字栃尾377

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- - 2,970,000 - - - - 0 0 - -

貴船山国有林森林整備事業（造林）
（被害木整理2.06ha外）

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局　京
都大阪森林管理事務所長
勝占　保

京都府京都市
上京区西洞院
通り下長者町
下ル丁子風呂
町102

令和2年1月29日

酒井営林事業　有
限会社
法人番号
2130002022977

京都府京都市右
京京北区灰屋町
塩ノ谷16-1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

貴船山国有林の立木に傾斜が見られ、傾斜木の放置
による被害発生の恐れがあり早急な撤去が求められ
ており、緊急随意契約により実施した。

9,636,000 9,636,000 100.0% - - - - - - -

貴船山国有林外林内整備作業
（一式）

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局　京
都大阪森林管理事務所長
勝占　保

京都府京都市
上京区西洞院
通り下長者町
下ル丁子風呂
町102

令和2年1月30日

株式会社　野村造
園土木
法人番号
7130001001614

京都府京都市右
京区嵯峨大沢柳
井手町26-6

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

貴船山国有林等の立木に傾斜が見られ、傾斜木の放
置による被害発生の恐れがあり早急な撤去が求めら
れており、緊急随意契約により実施した。

- 3,817,000 - - - - - - - -

鶏籠山国有林外シカ捕獲事業
（一式）

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長
石上　公彦

兵庫県宍粟市
山崎町今宿
100-1

令和2年1月31日

株式会社　野生鳥
獣対策連携セン
ター
法人番号
3140001093480

兵庫県丹波市青
垣町佐治94-2

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- - 4,269,100 - - - - 0 0 - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。
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